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【 規 則 】 

 

職員の互助制度に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年９月１日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第４１号 

職員の互助制度に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 職員の互助制度に関する条例施行規則（平成１８年規則第６１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項を次のように改める。 

条例第３条第１項に規定する規則で定める者とは、次に掲げる者とする。 

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の規定により市に派遣された者 

（２）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号の規定により市に採用された者又

は第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員として市に採用された者 

第３条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第４条中「に規定する者にあっては職員となった日から、同項第２号から第５号」を「から第４号」に改める。 

 第５条中「第４号」を「第３号」に、「同項第５号」を「同項第４号」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

（令和４年９月１日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第３１４号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和４年８月１８日 

和歌山市長職務代理者 

和歌山市副市長  富 松  淳    

年度 期別 種別 備考 
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令和４年度 第１期 介護保険料 督促状の指定納付期限を令和４年８月３１日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和４年８月１８日掲示済）  

 

和歌山市告示第３１５号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設の設置許可の

申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査結果に基づく事前評価に関する事項を

記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和４年８月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 申請の概要 

（１）申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

   太洋工業株式会社 

和歌山市有本６６１番地 

   代表取締役社長 細江美則 

（２）工場又は事業場の名称及び所在地 

   太洋工業株式会社 

和歌山市有本６６１番地 

（３）特定施設の種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第６６号に掲げる電気めっき施設 

（４）特定施設に関する事項 

   新たに特定施設を設置する。別表第１のとおり 

（５）汚水等の処理に関する事項 

   別表第２のとおり 

（６）排出水の汚染状態及び量 

   別表第３のとおり 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１）期間 

   令和４年８月２２日から同年９月１２日まで 

（２）場所 

   和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所６階 和歌山市市民環境局環境部環境政策課         

別表第１ 特定施設に関する事項 

区分 新設 

特定施設番号及び名称 第66号 電気めっき処理施設 

構造 
塩化ビニール、ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチ

レン 

主要寸法 12,930mm×3,845mm 

能力 500シート／日 

１日当たりの使用時間 12時間 

使用の季節的変動の有無 なし 

排

出

水

の

汚 

           区分 

項目 
通常 最大 

ｐＨ 7.0～8.0 7.0～8.0 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 5 10 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 5 10 
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染

状

態 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 5 10 

ｎ－ヘキサン抽出物質（ｍｇ／Ｌ） 1 1 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 5 10 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 1 1 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 5 7 

別表第２ 汚水等の処理に関する事項 

区分 既設 

施設名 排水処理施設 

主要寸法（ｍｍ） 沈降槽Φ3500mm×3700mm 

能力 15ｍ3/時 

処理の方式 中和-凝集-沈降-分離 

１日当たりの使用時間 24時間 

使用の季節的変動の有無 受注量により変動あり 

汚

水

等

の

汚

染

状

態 

区分 

項目 

通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 

ｐＨ 5 6.0～8.0 3 5.8～8.6 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 40 30 50 40 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 40 30 50 40 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 50 5 60 10 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） 1 1 1 1 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 20 20 30 30 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 1 1 1 1 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３） 178 178 278 278 

別表第３ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 

排水口１ 

通常 最大 

ｐＨ 6.0～8.0 5.8～8.6 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 30 40 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 30 40 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 5 10 

ｎ－Ｈｅｘ（ｍｇ／Ｌ） 1 1 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 20 30 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 1 1 

大腸菌群数（個／cm3） 3000以下 3000以下 

排出水の１日当たりの量（ｍ３） 200 300 

（令和４年８月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第３１６号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和４年８月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年８月５日、同月９日及び同月１２日 
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ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年８月４日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和４年８月２日 

南海和歌山大学前駅周辺自転車等放置禁止区域 令和４年８月２日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和４年８月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第３１７号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和４年８月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び長町公園 令和４年８月１日、同月３日及び同月９日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 
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 （２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和４年８月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第３１８号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和４年８月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和４年８月２４日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 
移動し、保管した旨を告

示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置

禁止区域 

令和４年５月７日 令和４年５月２３日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁

止区域 

令和４年５月２日 令和４年５月２３日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁

止区域 

令和４年５月１０日 令和４年５月２３日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及

び大谷児童遊園 

令和４年５月６日、同月９日、同月

１０日及び同月１３日 

令和４年５月２３日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和４年８月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第３１９号 
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  次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和４年８月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 

令和４年度 後期高齢者医療保険料 

 （別紙省略） 

（令和４年８月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第３２０号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように認定する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

令和４年８月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

終点 
備考 

２９－１００ 西山東１００号線 
和歌山市吉礼 

和歌山市吉礼 

 

２９－１０１ 西山東１０１号線 
和歌山市吉礼 

和歌山市吉礼 

 

２９－１０２ 西山東１０２号線 
和歌山市吉礼 

和歌山市吉礼 

 

（令和４年８月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第３２１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和４年８月

２４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年８月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２９－１００ 西山東１００号線 

和歌山市吉礼１４８１番地先 

～ 

和歌山市吉礼１４７４番１地先 

 １４４．５ 

 ５．９０ 

～  

１１．５０ 

２９－１０１ 西山東１０１号線 

和歌山市吉礼１１５０番５地先 

～ 

和歌山市吉礼１１６０番１地先 

  ９８．１ 

５．７０ 

 ～  

１１．３０ 

２９－１０２ 西山東１０２号線 

和歌山市吉礼１１５０番１地先 

～ 

和歌山市吉礼１１５０番１地先 

   ３６．１ ８．１０ 
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 （令和４年８月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第３２２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように変更す

る。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

令和４年８月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 旧新別 路線名 
起点 

終点 
備考 

２９－１ 

旧 西山東１号線 
和歌山市吉礼 

和歌山市森小手穂 
 

新 西山東１号線 
和歌山市吉礼 

和歌山市森小手穂 
起点の変更 

（令和４年８月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第３２３号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年８月

２４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年８月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 
旧新

別 
路線名 

起点 

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２９－１ 

旧 西山東１号線 
和歌山市吉礼１４８１番地先 

和歌山市森小手穂１５３０番地先 
１０７５．７ 

１．９０ 

～  

６．１０ 

新 西山東１号線 
和歌山市吉礼１４１８番１地先 

和歌山市森小手穂１５３０番地先 
９０７．５ 

１．９０ 

～  

１８．００ 

（令和４年８月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第３２４号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年８月

２４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

令和４年８月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 旧新別 
延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

８－９６ 砂山９６号線 

和歌山市砂山南１丁目９番１２地先 

～ 

和歌山市砂山南１丁目９番２４地先 

旧 ８．０ ２．５０ 

新 ８．０ ５．５０ 
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２２－１ 狐島向線 

和歌山市向７９番３地先 

～ 

和歌山市向７９番２地先 

旧 ３１．３ 

４．２０ 

～  

６．８０ 

新 ３１．３ 

５．２０ 

～  

６．８０ 

２２－２ 貴志２号線 

和歌山市土入１２９番２地先 

～ 

和歌山市土入１２９番５地先 

旧 ２８．９ 

２．５０ 

～  

２．９０ 

新 ２８．９ ６．００ 

（令和４年８月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第３２５号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和４年８月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和３年度 介護保険料納入通知書（特別徴収）  

令和４年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和４年度第２期及び第３期の納期

は、令和４年９月５日に変更する。 

令和４年度（令和３年度分） 介護保険料納入通知書（特別徴収）  

 （別紙省略） 

（令和４年８月２６日掲示済）  

 

和歌山市告示第３２６号 

 固定資産税・都市計画税督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明らかでないため送達できない

ので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により告示する。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和４年８月３１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （別紙省略） 

 （令和４年８月３１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３２７号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和４年８月３１日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期（月）別 種別 備考 

令和２年度 第６期から第１０期まで 国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和４年９月１ 
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 令和３年度 

令和４年度 

第１期から第１０期まで 

随時第１期及び随時第２期 

第１期 

 ２日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和４年８月３１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３２８号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができないので、国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和４年８月３１日 

                                                         和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和４年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和４年９月２６日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和４年８月３１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３２９号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、還付通知書の送達ができないので、国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

令和４年９月１日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 送達書類の名称 令和３年度及び令和４年度国民健康保険料の還付通知書 

２ 交付期限 告示日より７日を経過した日から２年 

 （別紙省略） 

（令和４年９月１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３３０号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

令和４年９月１日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

氏名 診療科目 診断する障害の種類 医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

福田直樹 外科、消化

器外科 

ぼうこう機能障害、直

腸機能障害 

和歌山労災病院 和歌山市木ノ本９

３－１ 

令和４年９

月１日 

早田敦志 呼吸器内科 呼吸器機能障害 和歌山県立医科

大学附属病院 

和歌山市紀三井寺

８１１番地１ 

令和４年９

月１日 

石亀綾奈 リハビリテ

ーション科 

平衡機能障害、音声・

言語機能障害、肢体不

自由 

和歌山県立医科

大学附属病院 

和歌山市紀三井寺

８１１番地１ 

令和４年９

月１日 

中村𠮷成 内科 呼吸器機能障害 医療法人紀成会

ナカムラメディ

カルクリニック 

和歌山市元寺町南

ノ丁５０番地 

令和４年９

月１日 
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 （令和４年９月１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３３１号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第１項

の指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告示する。 

令和４年９月１日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定自立支援医療機関の名称 所在地 担当する医療の種類 指定年月日 

みやま薬局 和歌山市田中町５丁目５－４ 調剤 令和４年９月１日 

訪問看護ステーション優  々 和歌山市秋月６２－１１ メ

ゾン秋月２０１ 

訪問看護 令和４年９月１日 

（令和４年９月１日掲示済）  

 

和歌山市告示第３３２号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定

により指定自立支援医療機関の変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとおり告示する。 

令和４年９月１日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定自立支援医

療機関の名称 

指定自立支援医療機

関の所在地 
変更前 変更後 変更年月日 

真進堂薬局高松

店 

和歌山市西高松１丁

目３－２１－１ 

和歌山市西高松１丁目５－

４ 丸岩ビル１階 

和歌山市西高松１

丁目３－２１－１ 

令和４年５

月１日 

訪問看護ステー

ションなごみ 

和歌山市松江東２丁

目１番７２号 

和歌山市松江１３２５－８ 和歌山市松江東２

丁目１番７２号 

令和４年８

月８日 

（令和４年９月１日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

和歌山市内原の一部地域内の土地について、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を行い

地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告する。 

なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 

令和４年８月１６日 

和歌山市長職務代理者 

和歌山市副市長  富 松  淳    

１ 地図及び簿冊の名称 地籍図原図案及び地籍簿案 

２ 閲覧期間 令和４年８月１６日から同年９月５日まで（２０日間） 

３ 閲覧場所 紀三井寺公園陸上競技場特別会議室（和歌山市毛見２００番地）及び和歌山市役所地籍調査課（

和歌山市七番丁１１番１ アラスカビル２階） 

４ 閲覧の結果、誤りがあると認める場合は、閲覧期間内に、当該調査を行った者に対し、その旨の申出をする

ことができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。 

６ 閲覧は、紀三井寺公園陸上競技場特別会議室において令和４年８月１６日から同月２０日まで及び同月２２

日から同月２６日までは、９時３０分から１６時まで行うこととする。和歌山市役所地籍調査課において令和

４年８月２９日から同年９月２日まで及び同月５日は、９時から１７時まで行うこととする。 

（令和４年８月１６日掲示済）  
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の５第２項の規定に基づき、一の敷地とみなすこと等の認

定の取消しをしたので同条第４項の規定により次のとおり公告する。 

  令和４年８月１９日 

和歌山市長職務代理者 

和歌山市副市長  富 松  淳    

認定取消番号 

認定取消年月日 
申請者住所氏名 

認定区域の場所（地名地番） 

主要用途 

第Ｒ４－６号 

令和４年８月１９日 

和歌山市松江中３丁目８－４１ 

鴻池運輸株式会社和歌山支店 

支店長 藪本恵三 

和歌山市榎原字西塩田２３２番

１、３、４、２３９番３ 

共同住宅 

（令和４年８月１９日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和４年８月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市西浜字中新堤内ノ坪９０６番４ 和歌山市西河岸町４７番地 

株式会社長谷川冷機 

代表取締役 赤井雅哉 

（令和４年８月２２日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和４年８月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和４年８月１９日 

和建指第２７０８号 

和歌山市出水字五反長１

３番２の一部、太田字老

人島７３５番の一部 

和歌山市三葛５２１番地 

日之出建設株式会社 

代表取締役 沼井克行 

６．００ｍ×４６．２８ｍ 

４６．２８ｍ 

（令和４年８月２２日掲示済）  

 

和歌山農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号。

以下「法」という。）第１３条第４項において準用する法第１１条第１項の規定により、当該変更に係る農業振

興地域整備計画案及び変更しようとする理由を記載した書面を令和４年８月２５日から同年９月２６日まで和歌

山市産業交流局農林水産部農林水産課において縦覧に供する。 

なお、上記の縦覧期間中に和歌山市民は、法第１３条第４項において準用する法第１１条第２項の規定に基づ

き和歌山農業振興地域整備計画案に対して、和歌山市に意見を提出することができる。 

また、和歌山農業振興地域整備計画案のうち農用地利用計画案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他

その土地に関して権利を有する者は、法第１３条第４項において準用する法第１１条第３項の規定に基づき農用

地利用計画案に対して異議があるときは、上記の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して１５日以内に和歌山市

にこれを申し出ることができる。 

令和４年８月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 意見書の提出先等 
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 （１）提出先 郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 

（２）提出方法及び提出期限 

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。 

イ 提出期限 令和４年９月２６日（郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。） 

（３）提出に当たっての注意事項 

ア 意見書は、農業振興地域整備計画案に対する意見以外は提出することはできない。 

イ 意見書には、個人の場合にあっては住所、氏名及び職業を、法人の場合にあっては法人名、代表者名及

び事業所の所在地を記載すること。 

ウ 提出された意見書は、その内容を公表する場合がある。 

エ 提出のあった意見には個別の回答はせず、和歌山農業振興地域整備計画の変更の公告時に、意見の要旨

とその処理結果を併せて公告する。 

（４）意見書の処理方法 

提出された意見については、必要に応じ和歌山農業振興地域整備計画案の修正意見として取り入れること

とする。なお、その際には、和歌山農業振興地域整備計画の変更公告時にその処理結果を公表する。 

２ 異議申出の際の提出先等 

（１）提出先 郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 

（２）提出方法及び提出期限 

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。 

イ 提出期限 令和４年１０月１１日（郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。） 

（３）提出に当たっての注意事項 

異議の申出は、次の事項を記載した書面に異議申出人が押印して行うこと。異議申出人が法人その他の社

団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって異議申出をするときは、異議申出書

には、次の事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載すること。 

ア 異議申出人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 

イ 異議申出に係る農用地利用計画の変更案 

ウ 異議申出人が農用地利用計画の変更案に係る当該農用地区域内の土地について有する所有権その他権利

の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者が有する所有権その他権利の種類

及びその者の氏名又は名称及び住所 

エ 異議の申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った日 

オ 異議申出の趣旨及び理由 

カ 教示の有無及びその内容 

キ 異議申出の年月日 

（令和４年８月２５日掲示済）  

 

和歌山市営住宅等の指定管理者の公募について、和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例施行規則（平成２４年規則第７号）第２条第１項の規定により別添のとおり公告する。 

令和４年８月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

                                   （令和４年８月２６日掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 
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 和歌山市選挙管理委員会告示第５５号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和４年８月１７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和４年８月１８日（木）午後５時３０分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）和歌山市長選挙における選挙立会人の選任について 

                                   （令和４年８月１７日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第５６号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和４年８月１７日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和４年８月２１日（日）午前７時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿から抹消するについて 

                                   （令和４年８月１７日掲示済）  

  

和歌山市選挙管理委員会告示第５７号 

 令和４年８月２１日執行の和歌山市長選挙の当選人の住所及び氏名は次のとおりである。 

  令和４年８月２２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

住所 氏名 

和歌山市東高松４丁目４番７号 尾花正啓 

（令和４年８月２２日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第５８号 

 令和４年８月２１日執行の和歌山市議会議員補欠選挙の当選人の住所及び氏名は次のとおりである。 

  令和４年８月２２日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

住所 氏名 

和歌山市伝法橋南ノ丁１２番地２ ３０５ 林 佑美 

和歌山市新在家７８番地３１ 山本大地 

（令和４年８月２２日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第５９号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和４年８月２５日 
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 和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和４年９月１日（木）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿に登録するについて 

（２）直接請求に必要な選挙人の数について 

（３）選挙人名簿から抹消するについて 

（４）在外選挙人名簿から抹消するについて 

                                   （令和４年８月２５日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第６０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）の規定による各種請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

令和４年９月１日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第

５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ６，１３０人 

２ 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 １０２，１５３人 

３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総数の

６分の１の数 ５１，０７７人 

（令和４年９月１日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 告 示 】 

 

和歌山市教育委員会告示第１１号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和４年８月２９日 

                                   和歌山市教育委員会 

                                   教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和４年９月１日（木） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正について 

（２）令和４年度和歌山市教育功労者表彰について 

（３）令和４年９月議会教育委員会関係の補正予算（案）について 

（４）令和５年度和歌山市立和歌山高等学校各課程・学科の募集定員について 

（５）その他 

（令和４年８月２９日掲示済）  


